


仁井健友 Ｐｒｏｆｉｌｅ

1975年生まれ 静岡県出身 法政大学大学院卒業。
特定社会保険労務士/ISO30414リードコンサルタント/医療労務コンサルタント/
健康経営エキスパートアドバイザー/CISA（公認情報システム監査人）/CFE（公認不正検査士）/
プライバシーマーク主任審査員/BSI ISO42001（AIマネジメントシステム）審査員資格
株式会社ASJ取締役社長室長兼IR室長/アイテックス株式会社取締役情報セキュリティ室長
クレアール社会保険労務士専任講師/東京都社会保険労務士会千代田支部IT委員会協力委員

2000年に株式会社ASJに入社し、IPO（上場準備）を担当し、2003年に東京証券取引所マザーズに
上場を果たす。その後、M&A、資金調達、株主総会の事務局を担当し、2008年に取締役に就任。
2021年の社会保険労務士合格後、「医師の働き方改革」「人的資本開示」のセミナー等を担当。
2024年、「社労士45歳からの合格・開業のリアル」（中央経済社）の一部執筆、プライバシーマーク主任審査
員に格上げ。BSI ISO42001（AIマネジメントシステム）審査員資格登録
2026年、株式会社ASJ、東京証券取引所スタンダード市場への市場区分の変更、名古屋証券取引所メイン
市場への新規上場準備を担当し、2月6日に同時上場を果たす。また、3月3日には、東京都社会保険労務士
会千代田統括支部千代田支部ITセミナー『「社労士のためのＡＩ時代の情報セキュリティ」～生成ＡＩ・クラウ
ド・個人情報保護の実務対応～』の講師として講義を行う。
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本日の目標・ゴール
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① 自分の癖を見つめなおす

② 頻出問題の癖を掴む

③ 一般常識の向き合い方を理解する

残り４か月の学習時間を、
効率良く活用するために、
合格に向けて進める体制を整備する



テーマ１

社労士試験を知る
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資格試験合格に向けて大切なこと

項目 開設

試験を知る
資格試験の出題範囲、合格点の範囲、
出題内容を知る

過去問を徹底分析
ほぼ全ての資格試験において、過去問
こそが最強のテキスト

プロの作った教材に頼る
自分で作る教材よりも、プロの作った教
材を使いつくす

アウトプット重視
読むだけ、聴くだけで覚えられることは
限られる。大事なのはアプトプット

満点を目指さない
100点は無理なので、70点を目指す
点数よりも、実態を把握する
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社労士試験とは

選択式 計8科目 択一式 計7科目

労働基準法 3問
5問

7問
10問

労働安全衛生法 2問 3問

労災保険法 5問 7問
10問

労働保険徴収法 －
3問

3問
10問

雇用保険法 5問 7問

労働一般 5問 4問
10問

社会一般 5問 6問

健康保険法 5問 10問

厚生年金保険法 5問 10問

国民年金法 5問 10問

合計 40問 70問
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過去10年間の合格者の推移
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合格基準点の考え方
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過去10年間の合格基準点

選択式 択一式

合格点 補正科目 合格点 補正科目

H28 23 労一・健保 2点 42 一般常識・厚年・国年 3点

H29 24 雇用・健保 2点 45 厚年 3点

H30 23 社一・国年 2点 45 無し

R元 26 社一 2点 43 無し

R2 25 労一・社一・健保 2点 44 無し

R3 24 労一 1点 国年 2点 45 無し

R4 27 無し 44 無し

R5 26 無し 45 無し

R6 25 労一 2点 44 無し

R7 22 労災、労一、社一 2点 42 雇用 3点
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これらの情報から何を考えたか

みんなが判らない

問題が出たら

救済される
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過去10年間の選択式問題における数字問題

年度 出題数

H28 15問

H29 16問

H30 20問

R1 19問

R2 18問

R3 15問

R4 18問

R5 18問

R6 15問

R7 15問
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これらの情報から何を考えたか

よく出るところ、

数字問題は、

絶対落とさない
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社労士試験ってどうやったら合格するのだろうか

17個の足切りを

避けること





多数派が合格できると言えるお話

令和３年社会保険労務士試験科目得点状況表の抜粋

0点 1点 2点 3点 4点 5点

労働一般 15.9% 50.7% 82.7%

国民年金法 5.0% 24.5% 56.2%
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資格試験合格者に共通する思考

完璧主義から
完成主義へ
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どれだけ完璧に知識を詰め込んでも・・・

試験当日、

合格点をもぎ取る

人こそが合格する



テーマ2

長期受験生の
特徴チェック
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その１：AI・ChatGPTで情報を検索する

AIは正しく教えてくれる。
AIは検索に有意で
AIから学べばいいんだ。

特徴１
生成AIに質問をして、
テキストを読まずに、
勝手に解釈して
満足してしまう。





21

短期合格に必要な思考 その１

ＡＩはツール

一次情報を

確実に確認する



各学習ツールの信頼度と位置づけ

学習ツール 正確性 最新性 学習効果 本試験までの位置づけ

完全合格テキスト ◎ ◎ ◎ 主軸（最優先）

過去問題集 ◎ ◎ ◎ 主軸（最優先）

六法・e-Gov法令検索 ◎ ◎ ○
一次情報
（条文確認）

厚労省HP等 ◎ ◎ △
一次情報
（改正確認）

YouTube・SNS解説 ○〜△ △ △ 補助（気分転換に）

生成AI
（ChatGPT等）

△
ハルシネ
ーション

×
カットオ

フ

×
受動学習

最後の補助
（頼り切りNG）

主軸学習ツールと、生成AIの正しい活用方法 ― この差が合否を分ける。



どうやってＡＩを活用するのが良いか

項目 説明

一次情報を確認する
AIはカットオフ＋検索で情報を得ている
ので、ソース元を必ず確認する

まずはテキスト、過去問
テキストで学び、講義を聞いてもわから
ない場合の補助にAIを活用

能動的に学習をする
自ら思い出すためには、受動的ではなく
能動的に学習する。AIに聞くだけ、AIで
検索するだけの学習は記憶されにくい

自分の理解をAIに説明
し、添削してもらう

AIに教わるのではなく、AIに教えるつも
りで説明し、その理解を補完してもらう

間違えた過去問の周辺
知識を広げる

答えを聞くのではなく、この肢のひっか
け構造、数字の覚え方など、問題から
別の視点を引き出す用途に活用



24

その２：Youtube・インフルエンサー訪問型

○○先生のライブだ！
やっぱり、毎日の動画や
Xの投稿は欠かせない

特徴２
日々のSNSの確認が
勉強であることと
勘違いしてしまう
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短期合格に必要な思考 その２

SNSは気分転換

あくまでも勉強は

コツコツと進める
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その３：短期合格のテクニックだけを探してしまう

3か月で合格できる方法！
これは絶対に欲しい！
さてさてポチろうかな

特徴３
短期合格の方法を
追い求めて、
試している最中で
新たな方法を探している
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短期合格に必要な思考 その３

誰でも短期で

合格する方法は

基本を押さえること





基本の大切さについて①



基本の大切さについて②



32

その４：一夜漬け・まとめて勉強は通じない

平日忙しいし・・・
週末にまとめて12時間
勉強すればいいかな？

特徴４
週末だけ、自分中心の
スケジュールで、
まとめて勉強するだけの人
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短期合格に必要な思考 その４

一日、一日の

積み重ねこそが

記憶を定着させる
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合格者もみんな多忙な中で合格している

40歳以上の合格者が全体の50%以上
有職者の合格者が80%以上
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合格者の時間の使い方

Youtube「週刊人事労務チャンネル」
https://www.youtube.com/@user-rc9yx2wk3m

皆様、もちろん登録されていますよね？

https://www.youtube.com/@user-rc9yx2wk3m
https://www.youtube.com/@user-rc9yx2wk3m
https://www.youtube.com/@user-rc9yx2wk3m
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その５：インプットだけに集中してしまう

インプットこそが正義。

アウトプットはインプットを
しつくしてから。

特徴５

インプットを死ぬほどやって
からアウトプット

過去問をするのはアプトプッ
トしつくしてから
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短期合格に必要な思考 その５

インプットと

アウトプットの

バランスは大事
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CROSS STUDY
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出題される範囲を把握してから、問題を解くを繰り返す
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その６：ばらばらに覚えてしまう

これ国年だっけ？
厚年だっけ？
健保だっけ？
…もう全部同じに見える

特徴６
知識を「点」で詰め込み、

比較・横断の「線」で整理し
ていない



43

短期合格に必要な思考 その６

点で覚えない

線で覚えて

繋がりを意識する





労働者の定義
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法律 定義

労働基準法
職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という）
に使用される者で、賃金を支払われる者をいう

労働安全衛生法
労働基準法９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用
する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く）
をいう

最低賃金法
労働基準法９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用
する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く）
をいう

労働組合法
職業の種類を問わず、賃金、給料その他それに準ずる収入
によって生活する者をいう

労働契約法 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう



科目ごとに繋げて勉強する
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労働基準法

安全衛生法

労災保険法

雇用保険法

徴収法

健康保険法

国民年金法

厚生年金保険法

労働一般（法令） 社会一般（法令）
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短期合格に必要な思考 その７

型破りとは、

型を知って

はじめてできるもの
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短期合格に必要な思考 その８

謙虚に、

耳を傾ける

素直な心
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テーマ３

「頻出論点の
押さえ方」
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頻出論点の覚え方の概要

テキストを読み、講義を聴く

過去問でどのように出題されていたか確認する

テキストに振り返り、最初に覚えるべきことを掴む

少しずつ細部を確認する
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社労士試験の頻出論点のまとめ方

When（いつ？） Where（どこで？） Who（誰が？）

What（何を？） Why（なぜ？） How（どのように）
How much
How many

何日以内

何月何日までに

年金事務所

管轄・所轄

厚生労働大臣

労働基準監督署長

どのような措置を講
じるべきか

法改正されるのか

なぜこのような法律
が存在するのか

これらを、主要論点ごとに抑えていくと理解と記憶は深まる



型を作って、しっかり押さえる
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型 目的 具体的手法

見極める 頻出論点の特定
重要過去問（□□□を解く）
テキストの頻出表で見極める

押さえる 記憶の定着
テキストを繰り返す。
重要過去問を確実に正解する
横断整理で覚える

離さない
本試験まで
ガッチリつかむ

重要論点を毎日１つずつ抑える
テキストを読み、問題を解く



健康保険法：任意継続被保険者
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何が いつ 選択式出題

資格取得
H18,H22,H25,H28,
R1,R2 〇

資格喪失
H22,H23,H26,H27,
H29,H30,R3,R5 ―

届出 H16 ―

これらの情報でどのように学ぶかを考える



55

任意継続被保険者の資格取得要件（原則）

適用事業所を辞める OR 適用除外に該当した場合

＋

① 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保

険者期間」があること（例外あり）。

② 資格喪失日から「20日以内」に申し出ること（正当な理

由があれば、期間経過後も受理することができる）

③ 船員保険の被保険者ではない

④ 後期高齢者医療被保険者ではない
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任意継続被保険者の資格喪失（原則）

下記、①～③、⑦に該当するに至った日の翌日

（④～⑥の場合はその日から）資格を喪失する。

① 任意継続被保険者になった日から起算して２年を経過

② 死亡したとき

③ 保険料を納付期日まで納付しなかったとき（例外有）

④ 一般の被保険者となったとき

⑤ 船員保険の被保険者となったとき

⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき

⑦ 任意継続被保険者でなくなりたいと申出して、受理された日の

属する月の末日が到来して、資格喪失したとき
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被保険者が行う届出

原則 ５日以内

例外
保険者選択届
２以上の事業所勤務届 10日以内

速やかに、遅滞なく、直ちには、そのあとに覚えること
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労働安全衛生法における選択式出題分析

問D 条文 問E 条文

H17 設計 法3条2項 に資するよう努め 法3条2項

H18 職場における労働者の安全と
健康を確保するようにし

法3条1項 勧奨
則52条の3第4
項

H19 作業行動その他業務に起
因する

法28条の2第1項 一の場所 法15条1項

H20 健康教育及び健康相談 法69条1項 利用 法69条2項

H21 勧告 法13条3項 作業方法 則15条

H22 突起物 法43条 展示 法43条

H23 常時使用する 則43条 潜水業務 法65条の4

H24 危害防止基準 法1条 快適な職場環境の形成 法1条

H25 いわゆる定期健康診断
則44条
則52条1項

衛生工学衛生管理者免許を

受けた者
則7条1項6号

H26 衛生委員会若しくは

安全衛生委員会
法66条の5第1項 勧奨する 法80条

H27 当該法人
法2条3号
昭和47.9.18
基発91号

最大荷重が1トン以上のフォーク

リフトの運転の業務
令20条11号
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労働安全衛生法における選択式出題分析

問D 条文 問E 条文

H28 当該事業場においてその事業
の実施を統括管理する者

法10条2項 精神保健福祉士 則52条の10

H29 危険性又は有害性 法28条の2第1項 健康 法65条の3

H30 デザイン 法2条4号 ろ過材及び面体を有する

防じんマスク
令14条の2

R1 快適な職場環境 法1条 労働衛生コンサルタント 則10条

R2 6月 則45条の2第1項 1.5 則526条1項

R3 心身の状況 法62条 2メートル 則518条1項

R4 労働者の作業内容を

変更したとき
法59条2項 快適な職場環境の実現 法3条1項

R5 1トン 則44条
則52条1項 その就業を禁止 法68条

R6 フォークリフト 法45条 遅滞なく 則97条1項

R7 作業管理 通達 譲渡し、貸与し 法42条
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労働安全衛生法の過去問出題頻度（総則）
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労働安全衛生法の過去問出題頻度（安全衛生管理体制）
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労働安全衛生法の過去問出題頻度（健康の保持増進）
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労働安全衛生法の過去問出題頻度（危険・健康障害防止）
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労働安全衛生法の過去問出題頻度（就業措置）
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安全衛生管理体制の簡単なまとめ方①

選任期日＝14日以内（作業主任者除く。）

届出＝原則必要（安全衛生推進者・衛生推進者・作業主任者以外）

周知＝安全衛生推進者・衛生推進者・作業主任者

巡視義務＝安全管理者：巡視（頻度無し）

衛生管理者：週1回
産業医：原則月1回（例外2月に1回）

これ以外は、巡視義務無し
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安全衛生管理体制の簡単なまとめ方②

誰が？ 誰に？ 何を？

・総括安全衛生
管理者

・統括安全衛生
責任者

都道府県
労働局長

事業者

業務の執行
勧告

・衛生管理者
共同選任を

勧告

労働基準
監督署長

増員・解任
を命ずる

・安全管理者

・元方安全衛生
管理者



テーマ４

一般常識
特別講座
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一般常識の救済の多さを再確認

選択式 択一式

合格点 補正科目 合格点 補正科目

H28 23 労一・健保 2点 42 一般常識・厚年・国年 3点

H29 24 雇用・健保 2点 45 厚年 3点

H30 23 社一・国年 2点 45 無し

R元 26 社一 2点 43 無し

R2 25 労一・社一・健保 2点 44 無し

R3 24 労一 1点 国年 2点 45 無し

R4 27 無し 44 無し

R5 26 無し 45 無し

R6 25 労一 2点 44 無し

R7 22 労災、労一、社一 2点 42 雇用 3点



労働一般（選択式）の出題傾向①

令和２年 令和３年 令和４年

A
統計名

（雇用動向調査）
労働施策総合推進法 障害者雇用促進法

B
統計名

（就労条件総合調査）
厚生労働白書 障害者雇用促進法

C
統計名

（雇用均等基本調査）
厚生労働白書 障害者雇用促進法

D
統計名

（労働力調査）
厚生労働白書

労働契約法判例
（日立メディコ事件）

E
統計名

（就業構造基本調査）
厚生労働白書

労働契約法判例
（日立メディコ事件）

平均点 1.9 1.5 2.9

基準点 2 1 3



労働一般（選択式）の出題傾向②

令和５年 令和６年 令和７年

A
労働契約法判例
（大日本印刷事件）

厚生労働白書
統計トピックス
（労働力調査）

B
労働契約法判例
（大日本印刷事件）

厚生労働白書
統計トピックス
（労働力調査）

C 労働者派遣法 労働組合法判例
（朝日火災海上保険事件）

労働施策総合推進法

D
最低賃金法
労働基準法

労働組合法判例
（朝日火災海上保険事件）

労働組合法判例
（オリエンタルモーター事件）

E 最低賃金法 男女雇用機会均等法 労働組合法判例
（オリエンタルモーター事件）

平均点 2.7 2.0 2.0

基準点 3 2 2



社会一般（選択式）の出題傾向①

令和２年 令和３年 令和４年

A
統計

（社会保障費用統計）
国民健康保険法

統計
（国民医療費の概況）

B 統計
（社会保障費用統計）

国民健康保険法 確定拠出年金法

C 介護保険法 船員保険法 児童手当法

D 国民健康保険法 児童手当法 介護保険法

E 確定拠出年金法 確定給付企業年金法 介護保険法

平均点 2.1 2.7 2.5

基準点 2 3 3



社会一般（選択式）の出題傾向②

令和５年 令和６年 令和７年

A 船員保険法 統計
（国民生活基礎調査）

統計
（国民年金の加入
・保険料納付状況）

B 高齢者医療確保法 統計
（介護保険事業状況報告）

高齢者医療確保法

C 確定給付企業年金法 国民健康保険法 介護保険法

D 児童手当法 高齢者医療確保法 確定給付企業年金法

E 厚生労働白書 高齢者医療確保法 厚生労働白書

平均点 2.8 2.4 1.9

基準点 3 3 2
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育児・介護休業法の過去問出題頻度
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労働組合法の過去問出題頻度
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労働契約法の過去問出題頻度
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高齢者医療確保法の過去問出題頻度
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船員保険法の過去問出題頻度
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社会保険労務士法の過去問出題頻度
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確定給付企業年金法・確定拠出年金法の過去問出題頻度
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社会保険労務士法 第１条（使命）
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社会保険労務士法 第２条第1項第3号（業務）
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社会保険労務士法 第２条の２（補佐人）
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社会保険労務士法 第２6条（名称の使用制限）



労働契約法

労働契約の継続及び終了

権利の濫用

条項 条文

出向
（１４条）

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該
出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その
他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合に
は、当該命令は、無効とする。

懲戒
（１５条）

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒
が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情
に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該
懲戒は、無効とする。

解雇
（１６条）

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。



労働契約法

契約期間中の解雇等（第１７条）

１．使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労
働者を解雇することができない。

客観的に合理的な理由を欠く＋
社会通念上相当であると認められない場合

やむを得ない事由



労働契約法

有期労働契約の期間の定めのない

労働契約への転換 無期転換の申込みができる場合

【契約期間が１年の場合の例】

1年 1年 1年 1年 1年

▲
締結

▲
更新

▲
更新

▲
更新

▲
更新

５年

無期労働契約1年

▲
申込み

▲
転換

▲
更新

1年

▲
更新

1年

▲
申込み

▲
転換

無期労働契約通算５年を超えて契約更新した
労働者が、その契約期間中に

無期転換の申込みをしなかったとき
は、次の更新以降でも無期
転換の申込みができます



労働契約法

有期労働契約の期間の定めのない

労働契約への転換 無期転換の申込みができる場合

【契約期間が３年の場合の例】

無期労働契約３年

▲
申込み

▲
締結

５年

３年

▲
更新

▲
転換

【契約期間が５年の場合の例】

５年

▲
申込み

▲
締結

５年

５年

▲
更新

▲
転換

無期労働契約

※１回の契約期間が３年を超える有期労働契約の締結は、
 高度の専門的知識等を有する労働者又は満６０歳以上の労働者に限定



労働契約法

通算契約期間の計算について

（クーリングとは）

クーリング‥有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が
６か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算しない

1年 1年 1年 1年 1年

▲
締結

▲
更新

▲
更新

▲
更新

▲
更新

1年

５年

▲
更新

1年 1年 1年

▲
締結

▲
更新

▲
更新

６か月以上の
空白期間

申込み
可能

空白期間の前は
カウントに含めず

【６か月以上の空白期間が間にある場合】
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過去２１年にて出題された統計名一覧【労一・Aランク】

• 就労条件総合調査
（H18.H19.H20.H22.H24.H26.H27.H28.R1.R4.
選H28.選R2）

• 労使コミュニケーション調査（H18.H23）
• 就業形態の多様化に関する総合実態調査
（H19.H20.H22.H25.R3）

• 賃金構造基本統計調査（H19.H20）
• 労働組合基礎調査（H18.H20.H23.選H28）
• 雇用動向調査（H18.H22.H23.選H27.選R2）
• 労働力調査（H20.H22.R4.選H16.選R2.選R7）
• 就業構造基本調査（選H27.選R1.選R2）
• 雇用均等基本調査（R5.選H26.選R2）
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過去２１年にて出題された統計名一覧【労一・Bランク】

• 働く女性の実情（H16.H21.選H17）
• 女性雇用管理基本調査（H17.H19）
• 労働安全衛生調査（R2、R6）
• 労働災害発生状況の分析等（H30）
• 労使間の交渉等に関する実態調査（R1、R6）
• 障害者雇用状況の集計結果（選H25、R7）
• 毎月勤労統計調査（選H26）
• 中高年縦断調査（選H27）
• 能力開発基本調査（H24.R5.選H29）
• 若年者雇用実態調査（H19.H28.R2）



賃金構造基本統計調査



賃金構造基本統計調査
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令和7年厚生労働白書（P.135）
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令和7年厚生労働白書（P.154）
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令和7年厚生労働白書（P.155）



97

令和7年厚生労働白書（P.155）



98

令和7年厚生労働白書（P.158）



短期合格に必要な思考 その９

当たり前を

当たり前に

やり続ける
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